
　市では３月末から４月初めの転出・転入者
が多くなる時期に「繁忙期で会社を休めない」
「通常の勤務時間内に来庁できない」という方
のために、土曜日と日曜日に臨時窓口を開設
しますので、ご利用ください

（問）合川公民館  ☎78-2114

時間：１８時４５分頃～１９時３０分頃

場所：小阿仁川流域
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（県道鷹巣川井堂川線）

※それぞれの場所で時間は異なります

県道
鷹巣川井堂川線

３月20日（火）

市民窓口を土日開設します

開設期日　３月24日（土）、３月25日（日）
［６日間］　３月31日（土）、４月１日（日）
　　　　　４月７日（土）、４月８日（日）
開設時間　午前８時30分から午後５時15分まで
場　　所　北秋田市役所１階　市民課窓口
　　　　　※本庁舎のみの開設となります
取扱業務　転出・転入届／住民票や印鑑証明書の発行
　　　　　戸籍等の届出・発行等／税証明の発行

※県や学校などの関係機関への確認が必要な事
務等については、取扱いできない場合もありま
すので、事前に担当課に連絡し、当日対応でき
るか確認願います

（問い合わせ）
市民課市民班
☎６２-１１１４

平成23年度北秋田市文化会館自主事業

全席自由

（☎６２－３３１１）
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